
▼
投
票
で
き
る
方

〇
平
成
13
年
２
月
18
日
以
前
に
生
ま

　
れ
た
方

〇
転
入
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年
11

　
月
11
日
以
前
に
転
入
届
を
し
、
引
き

　
続
き
３
カ
月
以
上
那
須
町
に
住
民

　
登
録
を
し
て
い
る
方

　  
期
日
前
投
票

　
　
２
月
13
日
㈬
〜
16
日
㈯

▼
期
日
前
投
票
所
・
投
票
時
間

〇
役
場
本
庁
町
民
ホ
ー
ル

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

〇
高
原
公
民
館（
湯
本
支
所
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

※

場
所
に
よ
っ
て
時
間
が
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

入
場
券
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

　
入
場
券
は
告
示
日（
２
月
12
日
）以

降
に
郵
送
し
ま
す
。期
日
前
投
票
を
す

る
と
き
は
、
裏
面
が
宣
誓
書
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
記
入
し
て

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

  

選
挙
公
報
の
配
布

　
選
挙
公
報
は
、
２
月
15
日
以
降
に
新

聞
折
込
で
配
布
し
ま
す
。

　
ま
た
、
役
場
本
庁
、
各
支
所
、
図
書

館
、
文
化
セ
ン
タ
ー
等
の
町
施
設
に
も

配
置
す
る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
ま
す
。新
聞
を
購
読
し
て
い

な
い
世
帯
で
郵
送
で
の
配
布
を
希
望

す
る
場
合
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

投
票
日
の
サ
イ
レ
ン

　
２
月
17
日
の
投
票
日
に
、
投
票
啓
発

の
た
め
全
町
一
斉
に
サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴

し
ま
す
。火
災
と
お
間
違
え
の
な
い
よ

う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
吹
鳴
時
間　
午
前
７
時
、
正
午
、
午

　
後
７
時 （
30
秒
間
）

 

ル
ー
ル
を
守
っ
て
、明
る
い   

　
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う

▼
選
挙
運
動
が
で
き
る
期
間

　
選
挙
運
動
が
で
き
る
期
間
は
、
告
示

日
（
今
回
の
選
挙
の
場
合
は
、
２
月
12

日
）
に
立
候
補
の
届
出
が
受
理
さ
れ
て

か
ら
、
投
票
日
の
前
日（
２
月
16
日
）ま

で
の
５
日
間
で
す
。告
示
日
よ
り
前
の

選
挙
運
動
は
、
全
て
事
前
運
動
と
し
て

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
や
っ
て
は
い
け
な
い
選
挙
運
動

　
公
職
選
挙
法
は
、
選
挙
運
動
の
う
ち

さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

次
の
行
為
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
す
。

○
買
収　
買
収
罪
は
当
選
を
得
る
目
的

　
で
お
金
や
金
品
を
渡
し
た
り
、
食
事

　
や
酒
な
ど
を
ご
ち
そ
う
す
る
こ
と
で

　
成
立
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
申
込
み

　
や
約
束
を
し
た
だ
け
で
も
成
立
し

　
ま
す
。

○
戸
別
訪
問　
選
挙
運
動
の
目
的
で
個

　
別
に
有
権
者
の
家
な
ど
を
訪
問
す
る

　
こ
と
で
、全
て
の
人
に
つ
い
て
禁
止
さ

　
れ
て
い
ま
す
。

○
飲
食
物
の
提
供　
選
挙
運
動
に
関
し

　
て
、飲
食
物（
湯
茶
・
通
常
用
い
ら
れ

　
る
程
度
の
茶
菓
子
を
除
き
ま
す
）
を

　
提
供
す
る
こ
と
は
、
全
て
の
人
に
つ

　
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
☎
72
６
９
２
７

　　
町
で
は
、地
震
や
水
害
な
ど
の
災
害

時
に
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
、
ひ

と
り
で
避
難
で
き
な
い
方（
避
難
行
動

要
支
援
者
）が
、
地
域
の
中
で
支
援
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
名
簿
を
作
成
し
て

い
ま
す
。

▼
名
簿
の
活
用
方
法

①
避
難
行
動
要
支
援
者
は
、希
望
に
よ

　
り
登
録
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
の
際
、家
の
近
所
な
ど
で
避
難

を
支
援
し
て
く
れ
る
方（
近
隣
協
力
者
）

を
決
め
て
く
だ
さ
い
。（
近
隣
協
力
者
が

い
な
い
場
合
で
も
登
録
で
き
ま
す
）

②
申
請
を
も
と
に
町
が
名
簿
を
作
成
し
、

　
必
要
に
応
じ
て
自
治
会
、
消
防
団
、

　
警
察
署
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

　
福
祉
関
係
機
関
な
ど
に
、
登
録
さ
れ

　
た
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

③
災
害
等
が
起
き
た
時
、
避
難
行
動
要

　
支
援
者
の
避
難
状
況
が
把
握
で
き

　
る
よ
う
、情
報
を
活
用
し
ま
す
。

▼
対　
象

 

・
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者

 

・
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯

 

・
要
介
護
度
３
以
上
の
認
定
者

 

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級
所
持

　
者

 

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
、

　
２
級
所
持
者

 

・
療
育
手
帳
Ａ
、Ａ
１
、Ａ
２
所
持
者

 

・
右
記
の
ほ
か
支
援
が
必
要
と
思
わ
れ

　
る
方

▼
そ
の
他

 

・
近
隣
協
力
者
は
、
避
難
支
援
に
関
し

　
て
そ
の
責
任
を
伴
う
も
の
で
は
あ
り

　
ま
せ
ん
。

 

・
登
録
し
た
個
人
情
報
は
適
切
に
管
理

　
し
ま
す
。

 

・
申
請
方
法
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

　
☎
72
６
９
１
７

避
難
行
動
要
支
援
者
名

簿
を
作
成
し
て
い
ま
す

２月１７日(日)は
那須町議会議員選挙の投票日です
２月１７日(日)は
那須町議会議員選挙の投票日です
２月１７日(日)は
那須町議会議員選挙の投票日です
２月１７日(日)は
那須町議会議員選挙の投票日です

投票時間   午前７時～午後８時


